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「製造等の承認の取扱いについて」の一部改正について

「製造等の承認の取扱いについて」（平成２１年４月１日付け総税都第２１号）の一部を下記

のとおり改正しますので通知します。

なお、本通知は地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４５条の４（技術的な助言）に基

づくものです。

記

別添「製造等の承認の取扱いについての一部改正新旧対照表」における改正前欄の下線部を改

正後欄の下線部のとおりとする。

本通知による改正後の規定は、令和元年１０月１日以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油

引取税について適用する。
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製造等の承認の取扱いについての一部改正新旧対照表

改 正 後 改 正 前

１ 製造等の承認の申請を行う者（以下「申請者」という。）が、以下に掲げる行為 １ 製造等の承認の申請を行う者（以下「申請者」という。）が、以下に掲げる行為

を行い、処分を受け、又は刑に処せられ、当該行為を行い、処分を受け、又は刑に を行い、処分を受け、又は刑に処せられ、当該行為を行い、処分を受け、又は刑に

処せられた日から起算して２年を経過していない場合 処せられた日から起算して２年を経過していない場合

（１）～（13） 略 （１）～（13） 略

（14）法第２章第７節 の規定により罰金以上の刑に処せられ、又は法第２２条の （14）法第２章第７節の２の規定により罰金以上の刑に処せられ、又は法第１４４条

２８第１項の規定により 通告処分を受け の５４ の規定により準用される国税犯則取締法の規定により通告処分を受け

、その通告の旨を履行したこと。 、その通告の旨を履行したこと。

（15）法第２章第７節 の規定により納入すべき軽油引取税に係る納入金の全部若 （15）法第２章第７節の２の規定により納入すべき軽油引取税に係る納入金の全部若

しくは一部を納入せず、又は同節の規定により納付すべき軽油引取税に係る納付 しくは一部を納入せず、又は同節の規定により納付すべき軽油引取税に係る納付

金の全部若しくは一部を納付しなかったこと。 金の全部若しくは一部を納付しなかったこと。

（16） 略 （16） 略

２ 申請者の代理人等又は申請者の代理人等であった者が、当該代理人等である間の ２ 申請者の代理人等又は申請者の代理人等であった者が、当該代理人等である間の

事実により、法第２章第７節 の規定により罰金以上の刑に処せられ、又は法第 事実により、法第２章第７節の２の規定により罰金以上の刑に処せられ、又は法第

２２条の２８第１項の規定により 通告処分 １４４条の５４ の規定により準用される国税犯則取締法の規定により通告処分

を受け、その通告の旨を履行し、当該刑に処せられ、又は通告の旨を履行した日か を受け、その通告の旨を履行し、当該刑に処せられ、又は通告の旨を履行した日か

ら起算して２年を経過していない場合 ら起算して２年を経過していない場合

３～５ 略 ３～５ 略


